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生産活動拡大支援事業の実施について 

 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響を受けている障害者の就労の

維持・確保等のため、別紙のとおり「生産活動拡大支援事業実施要綱」を定め、

令和３年４月１日から適用することとしたので通知する。 

 

 

  



 
（別紙） 

 

生産活動拡大支援事業実施要綱 

 

１ 事業の目的 

本事業は、新型コロナウイルス感染症の影響による発注の減少等に伴い生産

活動が停滞している就労継続支援事業所に対し、新たな生産活動への転換や、

販路開拓、生産活動に係る感染防止対策の強化等を通じて、事業所の生産活動

が拡大するよう支援を行い、そこで働く障害者の賃金・工賃の確保を図ること

を目的とする。 

 

２ 実施主体 

本事業の実施主体は、都道府県、指定都市及び中核市（以下「都道府県等」

という。）とする。ただし、実施主体は事業の一部又は全部を外部に委託する

ことができる。 

 

３ 事業の内容 

（１）対象となる事業所 

次の①から③のいずれの要件にも該当する就労継続支援事業所（ただし、

他の経営支援策（※１）を受けている場合は除く）であって、所定様式（別

紙１）により生産活動収支の状況を報告した事業所とする。 

① 申請月（下記４（１）にある申請を行った月のことをいう。）において１

人以上の利用者に対して障害福祉サービスを提供していること 

② 「就労移行支援事業、就労継続支援事業（Ａ型、Ｂ型）における留意事

項について」（平成 19年４月２日付障障発 0402001号厚生労働省社会・援

護局障害保健福祉部障害福祉課長通知）記３にある（報告対象年度分の）

工賃実績を都道府県等に報告していること 

③ 次のア又はイの要件に該当すること 

ア 令和３年４月以降、次の（ア）から（ウ）のいずれかに該当する月（以

下「対象月」という。）があること 

（ア）新型コロナウイルス感染症の影響により、１ヶ月の生産活動収入が

前々年同月比で 50％以上減少した月（※２） 

（イ）事業開始後最初に生産活動収入が発生した月（以下「事業開始月」と

いう。）が令和元年５月から令和元年 12月までの間にある事業所であっ

て、かつ、（ア）の要件に該当しない事業所の場合、新型コロナウイル

ス感染症の影響により、１ヶ月の生産活動収入が、事業開始月から令和

元年 12 月までの月平均の生産活動収入と比べて 50％以上減少した月

（当該月の前々年同月が事業開始月前である場合に限る。） 

（ウ）事業開始月が令和２年１月から令和２年３月までの間にある事業所で

あって、かつ、（ア）の要件に該当しない事業所の場合、新型コロナウ

イルス感染症の影響により、１ヶ月の生産活動収入が、事業開始月から



 
令和２年３月までの月平均の生産活動収入と比べて 50％以上減少した

月（当該月の前々年同月が事業開始月前である場合に限る。） 

イ 令和３年４月以降、次の（ア）から（ウ）のいずれかに該当する期間（以

下「対象期間」という。）があること 

（ア）新型コロナウイルス感染症の影響により、連続する３ヶ月の生産活動

収入が前々年同期比で 30％以上減少した期間（※３） 

（イ）事業開始月が令和元年５月から令和元年 12 月までの間にある事業所

であって、かつ、（ア）の要件に該当しない事業所の場合、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により、連続する３ヶ月の生産活動収入が、事業

開始月から令和元年 12 月までの月平均の生産活動収入に３を乗じた額

と比べて 30％以上減少した期間（当該期間の最初の月の前々年同月が

事業開始月前である場合に限る。） 

（ウ）事業開始月が令和２年１月から令和２年３月までの間にある事業所で

あって、かつ、（ア）の要件に該当しない事業所の場合、新型コロナウ

イルス感染症の影響により、連続する３ヶ月の生産活動収入が、事業開

始月から令和２年３月までの月平均の生産活動収入に３を乗じた額と

比べて 30％以上減少した期間（当該期間の最初の月の前々年同月が事

業開始月前である場合に限る。） 

 

※１ 事業再構築補助金、小規模事業者持続化補助金（低感染リスク型ビジネス

枠）、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金そ

の他本事業と支援内容が重複すると実施主体が認める国の支援策のことをい

う。 

※２ 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年１月から令和２年３月

における生産活動収入の減少が認められ、本要件に該当しない場合において

は、１ヶ月の生産活動収入が平成 31 年１月から３月までの同月と比較して

50％以上減少した月も対象月とすることができる。 

※３ 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年１月から令和２年３月

における生産活動収入の減少が認められ、本要件に該当しない場合において

は、連続する３ヶ月の生産活動収入が平成 30年 11月から平成 31年３月まで

の同期間と比較して 30％以上減少した期間も対象期間とすることができる。 

 

（２） 対象となる費用 

助成の対象となる費用は次に掲げる費用であって、就労支援事業会計（「就

労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて」（平成 18年 10月２日付

社援発第 1002001号厚生労働省社会・援護局長通知）別紙に示す会計処理の

ことをいう。）から支出すべき費用とする。 

① 新たな生産活動への転換等に要する費用 
② 通信販売、宅配、ホームページ制作等新たな販路拡大等に要する費用 
③ 経営コンサルタント派遣等経営改善に要する費用 
④ 生産活動を行うために必要な感染防止対策に要する費用 
 



 
（３） 助成額 

助成額は、（２）①から④の対象となる費用ごとに、次の基準額と所定様式

（別紙１）による事業所からの申請額とを比較して低い方の額の範囲内で実施

主体が必要と認めた額とする。ただし、複数の事業所を運営する法人において

は、１法人あたりの上限を 120万円とする。 

［基準額］ 

以下の算出式による算出額に応じ、下表のとおりとする。 

【算出式】 

（（１）③ア（ア）に該当する事業所の場合） 

対象月の前々年同月を含む事業年度（※４）の年間生産活動収入－（対

象月の生産活動収入×12） 

（（１）③ア（イ）に該当する事業所の場合） 

事業開始月から令和元年 12月までの月平均の生産活動収入に 12を乗じ

た額－（対象月の生産活動収入×12） 

（（１）③ア（ウ）に該当する事業所の場合） 

事業開始月から令和２年３月までの月平均の生産活動収入に 12 を乗じ

た額－（対象月の生産活動収入×12） 

（（１）③イに該当する事業所の場合） 

対象期間の前々年同期間を含む事業年度（※５）の年間生産活動収入－

［（対象期間の生産活動収入÷３）×12］ 

（（１）③イ（イ）に該当する事業所の場合） 

事業開始月から令和元年 12月までの月平均の生産活動収入に 12を乗じ

た額－［（対象期間の生産活動収入÷３）×12］ 

（（１）③イ（ウ）に該当する事業所の場合） 

事業開始月から令和２年３月までの月平均の生産活動収入に 12 を乗じ

た額－［（対象期間の生産活動収入÷３）×12］ 

 

※４ ※２に該当する場合においては、対象月と比較した月を含む事業年度。 

※５ ※３に該当する場合においては、対象期間と比較した期間を含む事業年度。 

 

対象費用 算出額 基準額 

（２）①の費用 
15万円以上 15万円 

15万円未満 当該算出額 



 
 

４ 留意事項 

（１）助成の申請手続 

① 経費の助成を受けようとする事業所は、事業所の所在地の都道府県知事

（事業所が指定都市及び中核市に所在する場合には指定都市又は中核市の

長）に対してその旨の申請を行う。 

② 複数の就労継続支援事業所を有する法人にあっては、同一の都道府県等に

所在する事業所について一括して申請することができる。 

③ 感染症の拡大を防ぐ観点から、申請方法は、申請書類の郵送又は電子メー

ル等を基本とする。やむを得ず都道府県等の窓口で申請受付を行う場合は、

受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染症拡大防止策の徹底を図るこ

ととする。 

（２）実績の報告 

助成を受けた事業所は、事業完了年度の翌年度の４月末日までに所定様式

（別紙２）により実績を報告すること。 

（３）その他 

当該事業の実施にあたっては、「工賃向上計画支援等事業の実施について」

（平成 24年４月 11日付障発 0411第５号）の別紙「工賃向上計画支援等事

業実施要綱」に基づいて実施する事業とも連携を図り、事業所に対しより効

果的な支援を行うこと。 

 

５ 費用の支弁 

本事業に要する費用は都道府県等が支弁する。 

なお、対象事業所については、都道府県内の全ての事業所を対象としている

ことから、事業の実施にあたっての費用負担は、各自治体と協議の上進めるこ

と。 

 

６ 経費の補助 

国は、都道府県等がこの事業のために支出した費用について、別に定めると

ころにより補助するものとする。ただし、次に掲げる費用については当該事業

費の補助対象外とする。 

（１）維持管理費、食材料費、県職員旅費 

（２）都道府県等が独自に個人に金銭給付（これに準ずるものを含む。）を行う

費用、又は個人負担を直接的に軽減する費用 

 

（２）②、③、④の費用 
５万円以上 ５万円 

５万円未満 当該算出額 


